
建設⼯事における労働災害防⽌
の重点施策について

大阪労働局 労働基準部
安全課 髙村泰弘



１ 労働災害発⽣状況
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労働災害発生件数の推移（全産業・大阪）

死亡災害

死傷災害

※ 令和2年、3年の数値については、新型コロナウイルス感染症による災害を除く
3労働者死傷病報告による
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○ 長期的には大幅に減少 半世紀で１０分の１以下

7210 7089

5299

4228
3223

1,839 
1,317 952 743 714 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

労働災害発生件数の推移（建設業・大阪）



○ 長期的な減少は堅調 過去１０年間では約３割減
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令和4年建設業における死傷災害（大阪）

616人



8

7 ８

4 3

0

2

4

6

8

10

12

令和4年 令和５年

令和5年建設業における死亡災害発⽣状況（9⽉末）

墜落災害 その他の災害

1１⼈ 1１⼈

墜落が
約７割



9

48 57

222 235

113
144

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

令和4年 令和５年

令和5年建設業における死傷災害発⽣状況（9⽉末）

土木工事 建築工事 その他の建設

383⼈
436⼈

13.8％増加



２ ⼤阪労働局の取組
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⼤阪労働局

⾼年齢労働者
の労働災害防⽌
対策の推進

８ つ の 重 点 対 策

多様な働き⽅への対応
や外国⼈労働者等の

労働災害防⽌対策の推進

⾃発的に安全衛⽣対策
に取り組むための

意識啓発

労働者の作業⾏動
に起因する労働災害
防⽌対策の推進

⼤阪労働局大阪労働局第１４次労働災害防止推進計画
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⼤阪労働局

８ つ の 重 点 対 策

個⼈事業者等
に対する

安全衛⽣対策の推進

業種別の
労働災害防⽌対策

の推進

労働者の
健康確保対策
の推進

化学物質等
による健康障害
防⽌対策の推進

大阪労働局第１４次労働災害防止推進計画
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■計画の⽬標（安全関係、アウトプット指標）

2027年までの目標として

① 転倒災害対策に取り組む事業場の割合を50％以上とする。

② エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全衛生
確保の取組みを実施する事業場の割合を50％以上とする。

③ 母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働

者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割
合 を50％以上とする。

④ 建設業

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建
設業の事業所の割合を85％以上とする。

大阪労働局第１４次労働災害防止推進計画
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■計画の⽬標（安全関係、アウトカム指標）

2027年までの目標として

① 増加傾向にある転倒の年齢層別死傷者数を2022年の死傷者数以下
にする。

転倒による平均休業見込み日数を40日以下とする。

② 増加が見込まれる60歳代以上の死傷者数を2022年の死傷者数
以下にする。

③ 外国人労働者の死傷者数を2022年の死傷者数以下にする。

④ 建設業の死亡者数を2022年と比較して15％以上減少させる。

大阪労働局第１４次労働災害防止推進計画





※⼤阪労働局HPに特設ページを掲載しています 検 索⼤阪発・新４Ｓ運動

安全見える化
活動

安全Study
活動

安全Study
活動

リスク評価推
進活動

リスク評価推
進活動

命綱ＧＯ
活動

命綱ＧＯ
活動
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墜落制止用器具はフルハーネス型が原則です！

い の ち つ な ご う

命綱使ってつなGO大切な命

命綱ＧＯ活動 実施中





３ 法令の改正について



一側足場の使用範囲の明確化

足場の点検時には点検者の指名が必要になります

足場点検時の点検者の指名

足場組立等の後の点検者の氏名の記録・保存



昇降設備の設置及び保護帽の着⽤が
必要な貨物⾃動⾞の範囲の拡⼤

Ｒ５.10.１施行

最⼤積載量２トン以上の貨物⾃動⾞で、荷役作業時
の昇降設備の設置・保護帽着⽤の義務付け



石綿障害予防規則の改正について
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主な改正事項

工事開始前の石綿の有無の調査(方法の明確化) 

写真等による作業の実施状況の記録

解体・改修工事に係る事前調査結果等の

報告制度の新設





新たな化学物質規制
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新たな化学物質規制
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新たな化学物質規制
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⽪膚・眼刺激性、⽪膚腐⾷性⼜は⽪膚から吸収され健康障害を引き起こしうる有害性に応じて、当
該物質又は当該物質を含有する製剤（皮膚等障害化学物質）を製造し、又は取り扱う業務に労働者
を従事させる場合には、労働者に皮膚障害等防⽌⽤保護具を使⽤させることとする。

①健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、⼜は取り扱う業務に従事する労働
者

→ 保護眼鏡、不浸透性の保護⾐、保護⼿袋⼜は履物等適切な保護具の使⽤

⽪膚等障害化学物質への直接接触の防⽌

健康
障害のおそれ 2023(R5)

4.1
2024(R6)

4.1

明らか（①）

ないことが明らかでない
（②）

ないことが明らか

努⼒義務

努⼒義務

義務

(⽪膚障害等防⽌⽤保護具の着⽤は不要)

新たな化学物質規制



一人親方等の安全衛生対策
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１ 作業を行わせる一人親方等に対する措置
の義務化

・ 局所排気装置等の設備を稼働させる等
の配慮
・ 作業方法の周知
・ 保護具使用の周知



一人親方等の安全衛生対策
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配慮や周知義務の相手方について



一人親方等の安全衛生対策
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２ 同じ作業場所にいる労働者以外の人に対
する措置の義務化

・ 保護具使用の周知。
・ 立入禁止、喫煙・飲食禁止
・ 退避
・ 化学物質の有害性等の見やすい箇所
への掲示
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令和６年４月１日以降、時間外労働の上限は

原則 月４５時間・年３６０時間
臨時的な特別の事情があり、労使で合意する場合（特別条項）でも、次の上限を超
えることはできません。

・時間外労働が年７２０時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満

・時間外労働と休日労働の合計の「２か月平均」「３か月平均」「４か月
平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１か月当たり８０時間以内

・時間外労働が月４５時間を超えることができるのは年６か月まで

※災害の復旧・復興の事業に関しては、上限規制は適用されません。



騒⾳障害防⽌のためのガイドラインの改訂
ガイドライン改訂の主なポイント

騒⾳障害防⽌対策の管理者の選任を追加

定期健康診断（騒⾳）における4,000Hzの聴⼒検査の
⾳圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更
雇⼊れ時または配置替え時や、定期健康診断（騒⾳）の

⼆次検査での聴⼒検査に、6,000Hzの検査を追加

聴覚保護具の選定基準の明⽰

騒⾳健康診断の検査項⽬の⾒直し

騒⾳レベルの新しい測定⽅法の追加


